
西予市危険空家除却事業補助金　制度の流れ
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書類審査

補助金交付決定通知

◎交付決定通知を受け取ってから（※契約は交付決定通知以後！！）

業者と解体工事の

請負契約の締結

解体工事の着工

「着手届」「建築物除却届」の提出

解体工事の竣工

着工前、工事中、竣工時に工事写真を撮影。

工事の変更や中止がある場合 変更申請の提出

解体工事費の支払
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補助金の額の確定通知
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★１月末までに提出

指定口座への振込

補助対象の可否の通知

[1次受付期間]

６月第３週の金曜日まで

当該年度中に補助を希望する場合は、

1次受付期間中に

目安 1か月～1か月半

７月下旬頃

危険空家に該当するもののうち

当該年度の補助対象の可否を通知

※解体業者による、アスベスト事前調査の実施

確定通知の受取

請求書受取

受 付

★事前調査結果通知が「該当」の場合

通知の受取


